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判 決

主 文

被告人は無罪。

理 由

第１ 公訴事実及び争点

１ 本件公訴事実は 「被告人は，平成１９年２月２７日午前４時５０分ころ，，

長崎市ａ町ｂ番ｃ号付近路上において，Ａ（当時４０年）に対し，同人の胸倉

をつかんで路上に押し倒す暴行を加え，よって，同人に加療約２週間を要する

胸部打撲の傷害を負わせたものである 」というものである。。

２ 争点

弁護人及び被告人の主張は次のとおりである。第１に，本件公訴事実のうち

「暴行を加え」という部分を除くその余の事実は起訴状記載のとおり間違いな

いが，被告人がＡの胸倉をつかんで路上に押し倒した行為（以下 「押し倒し，

行為」という ）と同人に生じた起訴状記載の傷害（以下 「本件傷害」とい。 ，

う ）の間に因果関係がない。従って，押し倒し行為と本件傷害との間の因果。

関係が立証されない以上，暴行罪又は傷害罪の構成要件に該当しないから起訴

状記載の公訴事実について，被告人は無罪である。第２に，仮に，暴行罪又は

傷害罪の構成要件に該当するとしても，押し倒し行為は正当防衛にあたり違法

性が阻却されるから，被告人は無罪である。

３ 押し倒し行為に関する検察官・弁護人の主張

押し倒し行為に関し，検察官が冒頭陳述及び検察官の意見で主張した具体的

行為態様は，被告人は，Ａの襟首をつかんで同人を押し倒し，被告人がＡの上

に覆い被さるように乗って，被告人の肘がＡの肋骨，胸骨に当たったというも

のである。

これに対して，弁護人及び被告人の主張は，被告人は，Ａとほぼ同時にお互

いの胸倉をつかみ合い，被告人はＡの両襟付近をつかんで，いったん自分の方
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に引いて，次に突き放して押し倒し行為をした結果，Ａは背中を壁に打ちつけ

尻餅をつくような形で後ろに倒れた，というものである。

４ 本件公訴事実に関する各証拠の関係

本件公訴事実の存否に関し，検察官請求に係る証拠は，証人Ａの当公判廷に

おける供述（以下 「Ａ供述」という ，証人Ｂの当公判廷における供述（以， 。）

下 「Ｂ供述」という ，証人Ｃの当公判廷における供述（以下 「Ｃ供述」， 。） ，

という ）であり，弁護人請求に係る証拠は，被告人の当公判廷における供述。

（以下 「被告人供述」という ，証人Ｄの当公判廷における供述（以下，， 。）

「Ｄ供述」という ）である。検察官主張に係る行為態様の押し倒し行為に関。

して中心となる証拠は被害者であるＡ供述であるから，その信用性を他の証人

の供述及び被告人供述と対比して検討する。

第２ 各証拠の検討

以下の記述中，甲・乙・弁の別及びアラビア数字は，本件記録中の証拠等関

係カード（検察官請求分，弁護人請求分）記載の甲・乙・弁の別及び証拠番号

である。

１ Ａ供述の内容とその信用性について

（１）Ａ供述の要旨は次のとおりである。平成１９年２月２７日，Ｅが飲食店Ｆ

に入ってきたので，知り合いである同人に挨拶をしたが，からかったという

ことはない。その後，興奮した様子の被告人が，手招きしながら怒鳴るよう

な感じで「出てこい 」と言ったが，心当たりはなく最初は自分が呼ばれて。

いるとは思わなかった。被告人が自分に対して言ってるようだと気づいて，

冬の寒い日にドアを開けたままにしていると他の客に迷惑がかかると思って，

Ｃ，Ｂ，自分と座っている順にＦの外に出た。被告人と自分たちの他に人は

出ていなかった。玄関口でいきなり被告人に襟元ないし胸倉をつかまれて後

ろに押し倒されて背中と後頭部を強打し，この時，被告人は自分の襟元を持

った状態で自分の上に覆い被さり，被告人の肘が胸に当たった。その他に被
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告人から暴力を受けた記憶はなく，質問されたような相撲で言う上手投げの

ような投げ方をされ，路上に転がったことがあるかははっきりしない。その

後，後ろの方から女性の声がした。被告人は，その後Ｂとやり合っていて，

Ｂは被告人を蹴っていたと思うが，どこを蹴っていたかはわからない。自分

はＢの少し後ろの横にいた。蹴られているときは被告人は手で顔を覆うよう

な感じでいた。うずくまるか寝転がるかしていた。事件の翌々日になっても

胸の痛みが治まらなかったので，病院に行ったら胸部打撲と診断された。

（２）Ａは，捜査段階から同人が自己の裁判を受けるに至るまで，一貫して，被

告人から外に出るよう言われ，同人から先制攻撃の形で押し倒し行為をされ

た，被告人に対し足蹴にする暴行には関与はしていないと述べている。この

点，Ｃ供述では，被告人の攻撃が先行していたことを裏付けるかのような部

分がある。しかし，Ｃは，Ａが出たあとＢと被告人が文句を言い合っていた

と述べており，被告人に「出てこい 」と言われて，Ａより先に出たはずな。

のだから，上述したようにＦから出てすぐにＡが先制攻撃を受けたことと一

致しない。Ｃ自身も認めているとおり，かなり酔っていて記憶が飛んでいる

と述べていること，一連の推移の核心的な部分になると曖昧な供述になるこ

と，質問に対してやや迎合的であることから，Ｃ供述は，被告人の先制攻撃

を裏付ける証拠とは言えない（Ｃ供述の要旨は下記３に記載したとおりであ

る 。。）

２ Ｂ供述の内容とその信用性について

（１）Ｂ供述の要旨は，平成１９年２月２７日，Ｆ付近の路上において，Ａとと

もに，被告人に対し，暴力をふるって被告人にけがを負わせ，この機会に，

被告人が，Ａを相撲で言う上手投げのような感じで投げたというものである。

これを詳細に記述すると次のとおりである。

同日，Ａ，ＣとともにＦで飲食していた。具合が悪かったので，Ｆの外に

あるトイレから戻って来ると，興奮している様子の被告人がＦの外からＡに
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向かって 「こら，出てこい 」と怒鳴っていた。被告人がＡに向かって因， 。

縁を付けていると思ったので，信頼する親しい先輩であるＡに向かって因縁

を付けるのは許せない，被告人に手を出させないようにしなければならない

と思った。Ａが出てくる前からＦの外にいた自分が被告人の前に立ったが，

被告人が自分を通り越して後ろを見ていたので，Ａが後ろにいると思った。

自分が両手で被告人を押したところ，被告人はガードレールに引っかかって

歩道側から車道側に倒れた。倒れていた被告人をＡとともに複数回蹴りつけ

た。ＡがＤを殴るところ，被告人がＡの胸倉をつかんで押し倒すところはい

ずれも見ていない。被告人が相撲で言う上手投げのような感じで投げ，Ａの

体が転がるのを見たが，被告人がＡを投げたあとその上に乗るところは見て

いない。

（２）Ｂは，既にＡとともに被告人に対し暴行を加えて傷害を負わせたことにつ

いて罰金刑を受けていること，Ａを信頼できる友人，先輩と述べていること，

ややＡに関して控えめではあるにせよ，一緒になって被告人を蹴っていたこ

とはＡにとって不利益な供述であることには変わりないことからすると，Ｂ

が虚偽供述をすることは考えにくい。Ｂ供述は，Ａ供述と相反して，そもそ

もＢがＡよりも先に被告人と対峙したことを述べている。そうすると，Ａ供

述のうち，一方的に被告人から先制攻撃を加えられたもので，Ａの方から被

告人に対して暴行を加えていない，という部分は信用できず，むしろ，Ｂが

被告人と対峙して，Ｂの被告人に対して足蹴にする暴行にＡが加わったこと

になる。なお，被告人がＡを相撲で言う上手投げのような感じで投げたとい

う部分は，甲６及び弁３と合わせて検討すると，その時期，態様及び事実の

存否に関するＢ供述は曖昧で証拠とするに足りない。

３ Ｃ供述の内容とその信用性について

Ｃ供述の要旨は，被告人が「表に出ろ 」と言っていたこと，外に出ると，。

被告人とＢが向かい合っていて，Ｂの後ろに自分がいて，その少し後ろにＡが
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いたと思うこと，被告人はＢが眼中にない様子でＡをねらっていると思ったこ

と，被告人が，Ａを相撲で言う上手投げに近い感じで投げ，Ａが自分の方に転

がってきたこと，ＡとＢが被告人を蹴っているように見えたこと，Ａが被告人

以外に暴力をふるうのは見ていないこと，被告人がＡを押し倒したのかという

ことについては覚えていないこと，被告人がＡの上に乗ったのは覚えていない

ことである。しかし，１（２）で述べたとおり，証拠としての価値はごく小さ

い。

４ Ｄ供述の内容とその信用性について

（１）Ｄ供述の要旨は，平成１９年２月２７日午前５時ころ，Ｆ付近の路上にお

いて，Ａから暴力をふるわれたというものである。これを詳細に記述すると

次のとおりである。

被告人，Ｅ，妹のＧとＦ内に入ると，Ａ，Ｂら３人がいた。Ａらが被告人

と言い合いになった。そして，Ｆの入り口付近で被告人が怒った顔で，Ａら

に対し「表に出ろ 」と言った後，これは喧嘩になるかなと思い，精算して。

Ｆを出ると，ＡとＢが道路に倒れている被告人を一方的に蹴っていた。被告

人は仰向けの状態になっていて，手で顔を防御している状態であった。被告

人を蹴っている二人を止めに行ったが，両方引っ張るのは無理で，Ａの服を

つかんで引っ張って止めたが，Ｂの方は蹴るのをやめたかどうか分らない。

Ａは，被告人を蹴るのをやめて自分に向かって拳で私の眉間を殴った。女性

なので多分力を抜いていたと思う。倒れはしなかったが，首が動くくらいの

強さでとても痛かった。その後，警察が来たのだが，自分が叩かれた後のこ

とについては，殴り合いとかあったかは見ていない。被告人とＡが向き合っ

てつかみ合っているように見えたが，それ以上は見ていない。

（２）Ｄ供述自体は，Ａの被告人に対する暴行に関するもので，被告人のした押

し倒し行為自体に触れる供述は含まれてない。しかし，Ａの被告人に対する

暴行の有力な証拠であるから，その限りではＡ供述の信用性に影響を及ぼす
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ので，以下検討する。Ｄの供述内容には不自然あるいは不合理な点がないこ

と，争闘現場のごく近くにいたという目撃条件にも恵まれていること，経験

した事実以外には供述していないことが認められる。被告人の同行者である

ことから，同人に有利な証言をしている可能性を否定できないが，女性なの

で多少の手加減はしていたと思うなどと一方的ではない供述が見受けられる

こと，また供述内容は被告人よりではあるが，けんかになることを予想する

ほど険悪な雰囲気を感じたことを供述して一連の出来事が被告人の挑発に起

因する印象を与える供述もしていることからすると，Ｄ供述の信用性は高い。

そうすると，Ａが一方的に被告人から先制攻撃を加えられただけで，Ａの方

から被告人に対して暴行を加えていない，という部分は信用できず，むしろ

ＡがＢと一緒になって被告人に対して足蹴にする暴行を加えたことを証明す

ることになる。

５ 被告人供述の内容とその信用性について

（１）被告人供述の要旨は，平成１９年２月２７日，Ｆ付近の路上において，被

告人はＡとＢから，ＤはＡから，それぞれ暴力をふるわれたが，被告人は，

Ａの暴力からどちらかというとＤを防衛するために，Ａに対し，押し倒し行

為をしたというものである。これを詳細に記述すると次のとおりである。

Ｄ，Ｇ，ＥとＦに入ると，Ａ，Ｃ，ＢがＦ内にいた。ＡがＥに対してばか

にしたような感じで話しかけていることに立腹して，大声で「表に出ろ 」。

と言った。被告人がＦの外に出ると，最初にＢが出てきて，これに続いてＡ

が出てきたと思う。被告人は，Ｂを無視してその後ろにいるＡの方に目を向

けていたが，Ｂがラグビーのタックルのような感じで，腰のあたりにしがみ

ついて押したので，被告人は欄干に引っかかって車道上に倒れ，背中と後頭

部を打った。その後はサッカーボールを蹴るように１２，３回頭部を蹴られ

た。最初は直接顔を蹴られたがその後は左手で顔をかばった。連続的な蹴り

方であったから複数人から蹴られていると感じたこと，Ｆの外に出てきたの
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はＢとＡであったこと，周りには人がいなかったことから，蹴っているのは

その二人だと思った。その結果，左手と顔に負傷した。その後，蹴りが止ん

だので立ち上がろうとしたところ，ＡがＤの眉間をボクシングのストレート

のような感じで，Ｄの頭が後ろにのけぞるくらいの強さで殴ったのが見えた。

被告人は，女性に手を挙げるのは許せないと立腹して，ＡとＤの間にＡと向

かい合う形で入り，被告人はＡとほぼ同時にお互いの胸倉をつかみ合い，被

告人はＡの両襟付近をつかんで，いったん柔道で言うところの前に崩すやり

方で引いて，次に突き放して押し倒し行為をした。その結果，Ａは背中を壁

に打ちつけ，尻餅をつくような形で後ろに倒れた。相撲の上手投げのような

投げをしたという事実はない。

（２）被告人の供述は，具体的かつ詳細で，特別不合理，不自然な点はないこと，

一連の事実関係の核心は信用性が認められるＤ供述・Ｂ供述と符合している

こと，自己の経験しない事実には推測であることを明示していること，経験

した事実であることを示す迫真性が認められることから信用できる。

６ 以上，各供述の信用性を検討した結果によれば，上記１のＡ供述は信用でき

ない。信用性があるＢ供述，Ｄ供述，被告人供述を総合すると，次の事実を認

めることができる。即ち，被告人は，自分の連れであるＥがＡからからかわれ

たと感じて立腹し，Ｆの入り口付近でＡに向かって手招きしながら「表に出

ろ 」という趣旨の発言をしたところ，先にＦの外に出ていたＢがＡに手を出。

させまいとして被告人と対峙した。その後，被告人は，Ｂから不意を突かれた

形で押し倒されガードパイプを越えて車道に倒れた。ＡとＢは倒れたままの被

告人をいっしょになって複数回蹴りつけた。折からＦの外に出てきたＤが，被

告人が二人がかりで蹴られているのを見て，二人を止めようとしてＡを引っ張

った。同人は被告人を蹴るのをやめたもののＤの眉間付近を拳で一回殴りつけ

た。この状況を見た被告人は，女性に暴力をふるったＡの行為に憤激するとと

もにＤをかばって，ＡとＤの間に自らの体を入れてＡと対峙した。被告人は，
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Ａとほぼ同時にお互いの胸倉をつかみ合い，被告人はＡの両襟付近をつかんで，

いったん引いて，これを突き放して押し倒し行為をした。その結果，Ａは背中

を壁に打ちつけ，尻餅をつくような形で後ろに倒れた。

なお，最後の押し倒し行為に関する部分には，当公判廷における被告人の供

述が存在するから，補強証拠を要することなく認定することができる。

第３ 争点に対する判断

１ 傷害罪又は暴行罪の成否について

Ａには，証人Ｈの当公判廷における供述により，診断書記載の傷害が生じた

ことが認められる。ところで，検察官の冒頭陳述及び検察官の意見によれば，

被告人，Ａ及びＢらの一連の争闘行為の間に検察官主張の押し倒し行為があっ

て，この傷害との間に因果関係があると主張するもののようであるが，Ａ供述

における被告人の先制攻撃の存在が認められないし，ＢとＡが被告人に対する

複数回蹴りつけた攻撃の機会に，検察官の言う上手投げのような感じで被告人

がＡを投げた行為について時期及び態様を特定したとも立証したとも言えない。

結局第２で検討した押し倒し行為を認定できるにとどまるが，この押し倒し行

為の態様で，Ａに本件傷害が生じるとは到底考えられず，押し倒し行為と本件

傷害の因果関係は認められない。

なお，弁護人は，押し倒し行為と本件傷害の間に因果関係がないから，暴行

罪又は傷害罪の構成要件に該当しないから起訴状記載の公訴事実について，被

告人は無罪である，と主張する。しかし，暴行罪（刑法２０８条）の「暴行」

とは，人の身体に対する有形力の行使であり，押し倒し行為は，その意味で

「暴行」に該当し，暴行罪はその条文上の文理から（同条 ，人の身体に対す）

る有形力の行使による傷害罪の未遂形態であるから，押し倒し行為は，暴行罪

の限度で構成要件該当性がある。

上記弁護人の主張は，暴行罪と傷害罪とでは訴因の同一性がないから，訴因

変更をしない以上，被告人は本件公訴事実につき無罪であるという主張を含む
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ようである。この点について，訴因の機能が審判対象の画定及び不意打ち防止

という被告人の防御権の保障にあるところ，訴因事実に既に含まれている事実

であれば，同一性を欠いても，訴因によって画定された審判の対象を逸脱する

ものではなく，かつ，被告人に実質的な不利益はなく新たな防御の機会を与え

る必要もない。このように考えるとき，既遂罪から未遂罪に訴因が縮小される

場合には訴因変更の必要はない。上述したとおり，人の身体に加えられた暴行

に関し，傷害罪と暴行罪は後者が前者の未遂形態であるから，傷害罪が成立し

ない場合でも暴行罪の訴因を認めることができる場合には訴因変更を要しない。

そうすると訴因変更を要することなく認定することができるので，刑事訴訟法

３３６条所定の犯罪の証明がないときにはあたらない。

２ 正当防衛の成否について

本件を含む一連の争闘は，被告人の言動に端を発したと言えなくはないが，

両者の攻撃防御状況を比較すると，第２で認定したとおり，現実には被告人の

方がＡとＢによる一方的で容赦ない苛烈な攻撃に遭ったものである。Ａは，Ｄ

の干渉によりいったん被告人を蹴り続けることをやめたものの，被告人がＤを

かばう形でＡと対峙するやその胸倉を直ちにつかんだこと，直前まで続いてい

た攻撃の苛烈さからすると，ＡのＤに対する侵害は終わったとしても，被告人

に対する蹴りに引き続いてＡが被告人に攻撃を加え続ける蓋然性が認められる。

そうすると，急迫不正の侵害が存在したものである。

被告人は，頭部に向けた二人がかりの複数回に及ぶ足蹴りを受けたこと，さ

らにＡがＤの顔面を殴打したことに立腹して，被告人の感情の中に憤激が含ま

れているとはいえ，意図的に自分につかみかかってきたＡを突き放すにとどめ

たと述べていること，第２のとおり現実に突き放すにとどめたことがそれぞれ

認められる。そうすると，被告人には主観客観両面において，防衛をする意思

があったと評価することができる。

壁に背中を打ち付け尻餅をつく程度の傷害に至らない突き放しにとどめたこ
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とが認められるから，押し倒し行為は防衛の限度をこえるものとは言えない。

よって，正当防衛の要件を満たし，押し倒し行為は違法性が阻却される。

第４ 結論

以上によれば，本件公訴事実については，法律上犯罪の成立を妨げる事由の

存在が認められ，罪とならないことになるから，刑事訴訟法３３６条により被

告人に対し無罪の言渡しをする。

（求刑，罰金１５万円）

平成２０年１２月２４日

長崎簡易裁判所

裁判官 蕎麦谷 正


